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陽性者数の推移

陽性率の推移

川口市の新型コロナウイルス感染症の動向

陽性者の状況

感染拡大を防ぐために…アプリの活用を

※検査数、陽性者数は、川口市保健所で検査したものに限る

検査実施
人数

3,343人
（+654人）

陽性者数
（累計）
475 人

（+88人）

入院中
16 人

（ 55人）

重症
2 人

（+1人）

死亡
13 人

（+2人）

退院
446 人

（+141人）

軽症・
中等症
14 人

（  56人）

※入院中には、入院予定者などを含みます。（県・県内市などによる公表分を含む）
※（　）内は、直近1カ月（8/24～9/22）の増減

最新感染動向※9月22日現在の状況です。 市ホームページ

期 間 相談件数 1 日平均
1/27

8/31
21,934件 100.6件

1,856件 84.4件

23,790件 99.1件

〜

9/1

9/22
〜

累 計

スマートフォンの近接通信機能(Bluetoo
th)を利用して、プライバシーを確保しつ
つ、新型コロナウイルス感染症陽性者と
接触した可能性の通知を
受けることができます。
詳細は厚生労働省ホーム
ページをご覧ください。

※（　）内は、直近１カ月（8/24～9/22）の増加数

新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）

(厚生労働省)

システムを導入している施設や店舗、イベ
ントで、新型コロナウイルス感染症陽性者
と濃厚接触した可能性のあるかたにLINE
を通じて情報が届くシス
テムです。
詳細は埼玉県ホームペー
ジをご覧ください。

埼玉県LINEコロナ
お知らせシステム 川口市新型コロナウイルス感染症相談電話

i048-423-6832
（8:30～17:15 日曜を除く）

埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター
i0570-783-770（24時間受付）

新型コロナウイルス
感染症に関する相談電話

新型コロナウイルス感染症にかかる
ＰＣＲ検査体制を拡充しました

インフルエンザなどの流行時期を迎えるにあ
たり、川口市医師会と連携し、発熱などの症
状があるかたが安心して受診でき、医師の判
断で鼻咽頭拭い液や唾液によるＰＣＲ検査を
受けることができる医療機関を増やしました。
詳細は、川口市新型コロナウイルス感染症相
談電話にお問い合わせください。

10歳未満
11人

（+4人）

80代以上
32人

（+0人）

10代
26人

（+6人）
20・30代
208人

（+41人）

40・50代
136人

（+29人）

60・70代
62人

（+8人）

年代別陽性者数 電話等相談件数
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0

2

4

6

8

10

12

0

100

200

300

400

500
陽性者累計
入院・
自宅療養中

陽性者

（人） （陽性者：人）

3/410 20 104/1 20 20105/1 106/1 10 8/120 7/1 20 10 20 9/1 10 20

2020.10　広報かわぐち3

川口市飲食店等家賃支援金

申し込み・問い合わせ…川口市飲食店等家賃支援金事務局（10月１日（木）開設）
　　　　　　　　　　  i048-446-7971（平日9：00～12：00、13：00～17：00）　k048-446-7973

川口市新型コロナウイルス緊急経済対策

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した、店舗などを賃借
している市内の飲食・小売事業者に対して支給します。

国や県の家賃支援給付金等を受けた事業者、
対象とならなかった事業者も申請することができます

対象者や提出書類の詳細は申請書やホームページをご覧いただくか、
事務局までお問い合わせください。

■対象外の事業者
  ●風営法上の性風俗関連特殊営業　●市税に滞納があるもの　●宗教法人
  ●その他本事業の目的・趣旨から適切でないと本市が判断した場合

1 対象者（以下の要件を満たすこと）

２０万円（口座振込）　※店舗の数を問わず１事業者につき１回限り
2 支給額

・第一本庁舎（５階　1番窓口）　・川口駅前行政センター　・支所
・川口商工会議所　・鳩ヶ谷商工会　・川口緑化センター
※申請書は市または川口商工会議所ホームページからダウンロードもできます。

3 申請書配布場所

①郵送（〒332-8799 本町2-2-1 川口郵便局留め「川口市飲食店等家賃支援金事務局」あて）
②窓口（事前予約制）　※郵送が難しいかたに限ります。
　  場所  川口センタービル７階（本町4-1-8）
　 ※希望するかたは電話またはＦＡＸで事務局までお申し込みください。

4 申請方法

店舗賃貸借契約書の写し、2019年の確定申告書の控え　など
6 申請書類

5 申請期間

10月１日（木）～ 11月30日（月）10月１日（木）～ 11月30日（月）

・市内で店舗などを賃借し、飲食・小売業を営む小規模企業者
・2020年２月から１０月の間、売上が前年同月比で減少した月があること
・市内で店舗などを賃借し、飲食・小売業を営む小規模企業者
・2020年２月から１０月の間、売上が前年同月比で減少した月があること

（消印有効）

市ホームページ


